
白山市立松任中学校  

生徒指導だより  第 １ 号  

令 和 ８ 年 ４ 月 １ ３ 日  

１．【明るく元気】な学校を目指します！  

 ・自らあいさつのできる生徒  

・時間を守ることのできる生徒  

・自他（自分、学校）の環境を整備できる生徒  

・自分のため、他者のために行動できる生徒（今年度 NEW）  

 

２．松任中学校の生徒全員で大切にすること  

「全ての生徒が安全に安心して学び、つながることができる

学校をみんなでつくる」  

３．学校のルールはみんなが安心、安全に過ごすために必要です。 

学校は、たくさんの生徒たちが学ぶための場所です。一人ひとり

違いがあり、それを個性や特性と言います。個性や特性のあるたく

さんの生徒が、同じ場所に集まった時に、みんなの安全と安心を守

るために、ルールがあります。学校生活の手引きには、一日の過ご

し方から学校生活のルールなどが分かりやすく書いてあります。  

 

 

 

 

 

２、３年生は、再度読み直してください。１年生

は家でしっかり読みましょう。読み終わった後は、

いつでも確認できるように、ファーストバッグの内

ポケットにいれておきましょう。  

①学校のルールを理解して、みんなで守る。 

②自分を理解し、自分の感情をコントロールできる力を鍛える。 

③自分も他人も大切にする心を育て、自分も他人も大切にした行動を増やす。 

④心配なことや不安なことは相談する。 

 

 

明るく元気な 

学校を目指そう！！  



４．いじめは絶対に許しません。 

松任中学校では、いじめなどの人権侵害は絶対に許しません。一人一人が大切な存在で

す。皆さん一人一人には保護者（親）がいて、多くの人にとってかけがえのない存在です。

いじめによって心身を傷つけられることがあってはいけないのです。全ての生徒が、いじ

めをしない、いじめを見逃さないことを当たり前とし、自分も他の人も大切にできる生徒

になってほしいと思っています。そのために、いじめ問題対策チームを日頃から準備し、

組織的に対応します。生徒のみなさんも、保護者のみなさんも、みんなで協力して、いじ

めのない“安心して学べる学校づくり”に取り組んでいきましょう。 

 

５．困ったことや不安なことは、相談してください。  

思春期に悩み事はつきものです。学業、部活動、進路、人間関係、家族のことなど、困

ったことや不安なことは、松任中学校のどの先生でもいいので相談してください。また学

校にはスクールカウンセラーの先生もいます。火曜日は石淵先生、水曜日は小林先生です。

指導員の西田先生もいます。先生たちはみなさんの味方です。直接相談しづらい時は、以

下の相談窓口に連絡することもできます。一人で抱え込まず、相談して下さい。必ず力に

なります。  

＜相談窓口の紹介＞  

相 談 機 関  電 話 番 号  受 付 時 間  

白 山 市 教 育 セ ン タ ー 教 育 相 談  0 7 6 - 2 7 5 - 7 5 6 6  月 ～ 金  8 : 3 0～ 1 7 : 0 0  

白 山 市 子 ど も 総 合 相 談 室  0 7 6 - 2 7 6 - 1 7 9 2  月 ～ 金  8 : 3 0～ 1 7 : 1 5  

2 4 時 間 子 供 S O S 相 談 テ レ ホ ン  

（ 石 川 県 教 育 委 員 会 ）  
0 7 6 - 2 9 8 - 1 6 9 9  2 4 時 間 受 付  

い じ め 1 1 0 番  

（ 石 川 県 警 察 本 部 少 年 相 談 窓 口 ）  
0 1 2 0 - 6 1 - 7 8 6 7  2 4 時 間 受 付  

2 4 時 間 子 供 S O S ダ イ ヤ ル  

（ 文 部 科 学 省 ）  
0 1 2 0 - 0 - 7 8 3 1 0  2 4 時 間 受 付  

子 ど も の 人 権 1 1 0 番  0 1 2 0 - 0 0 7 - 1 1 0  月 ～ 金  8 : 3 0～ 1 7 : 1 5  

 

新しい気持ちで健全な生活を送ろう  

①時間を守ろう  

②すすんで挨拶をしよう  

③きちんとした身なりをしよう  

④交通ルールを守ろう  


